
四日市市選管告示第９号 

 

平成３０年１１月２９日に任期が満了する三重用水土地改良区の総代の選挙につい

て、その選挙の期日、投票の時間及び選挙すべき総代の数を土地改良法施行令（昭和

２４年政令第２９５号）第６条第３項及び同条第４項の規定により次のとおり告示す

る。 

 

平成３０年１１月１４日 

 

四日市市選挙管理委員会 

委員長 渡邉 八尋 

 

１ 選挙の期日 平成３０年１１月２１日 

 

２ 投票の時間 午前９時から午後４時まで 

 

３ 選挙すべき総代の数 

 

選挙区 市町名 総代数 

第１区 いなべ市 ９人 

第２区 東員町 ２人 

第３区 四日市市 ２７人 

第４区 鈴鹿市 ２５人 

第５区 菰野町 １３人 

第６区 桑名市 ６人 

計  ８２人 

 

（選挙管理委員会事務局） 

 

 

 


